
学校給食費について



学校給食の歴史
令
和

八

年

一

月

二
十
六

日

１８８９年（明治２２） 山形県鶴岡町の小学校で，貧困の子どもたちに無償で昼食を用意した

１９２３年（大正１２） 栄養改善の方法として国が奨励→各地へと徐々に広がりを見せる

戦争による食料不足で中止に

１９５４年（昭和２９） 学校給食法が成立し，実施体制が法的に整う

２００９年（平成２１） 学校給食を食育の観点から見直しを図ることを目的として学校給食法改正

学校給食には，１００年以上の歴史があり，
学校教育の中で大変重要な役割を担っている



学
校
給
食
の
目
標

健全な食生活を営むための判断力を培い，望ましい食習慣を養う

生命・自然・環境を大切にする態度を養う

明るい社交性及び協同の精神を養う

勤労を重んずる態度を養う

食事についての正しい知識・理解の習得

適切な栄養の摂取による健康の保持増進

国や地域の伝統的な食文化についての知識を深める



八千代市学校給食センター

西八千代調理場 東八千代調理場



物価高騰に伴い，現在の単価だと，行事食等の提供ができなくなるおそれがある

七夕汁 けんちん汁

ゼリー無し

七夕の日の給食



人気メニュー
麻婆豆腐

棒餃子が無しに

物価高騰に伴い，現在の単価だと，人気メニューのおかず等が提供できなくなる



・多種多様な食材を使用できない

課題

・バランスのとれた魅力ある学校給食を提供できない

・栄養価の摂取基準を満たせない

・地場産物の使用ができない



給食費改定額

小学校 ３１０円 中学校 ３７０円現在

小学校 ３６０円 中学校 ４３２円

令和８年４月～



小学校 360

中学校 432

年　度 H21～25 H26～31 R1 6 7 8

消費税 5% 8% 10%

2 3 4 5

265 310

317 370

給

食

費

消費税及び八千代市の学校給食費の推移

※Ｈ２６は増税により，副食費が９．０６円減



給食費を改定する理由

１ 前回改定したR6年4月から，現在も物価上昇が続いている。

２ 食育の観点から，児童生徒には多種多様な食材や献立を
味わってほしい。

３ 児童生徒の成長に必要な栄養価を維持していく必要がある。

４ 地産地消を推進しながら，安全で安心な魅力ある給食の提供を
目指したい。



児童１人あたり

月



主食

牛乳

おかず



令和８年度学校給食費

区 分 R８単価 国庫補助額

負担額の内訳

市負担 保護者負担額

小学校 ３６０円 ３０９円 ５１円 ０円
（R7:265円）

区 分 R８単価 国庫補助額

負担額の内訳

市負担 保護者負担額

中学校 ４３２円 ０円 １１５円 ３１７円
（R7:317円）

小学校の給食費を支援する

市負担総額

＋ ＝

約８,５００万円

※額の算出方法：負担額×給食提供日数（185日）×児童生徒数

中学校の保護者負担を据え置く
（R７の保護者負担：３１７円）

約９,０００万円

約８,５００万円 約９,０００万円 約１億７,５００万円



本市における学校給食提供の方針

・引き続き栄養バランスのとれた献立や多種多様な食材を
使用するよう努めます。
・旬の食材や地場産物を積極的に取り入れるよう努めます。



２ 中学生を対象とした第３子以降の者の学校給食費
無償化事業の継続

今後の給食費への支援

３ 就学援助制度の活用

支援を必要とする世帯へ，周知徹底を図っていくことが重要

１ 国の施策に基づいた小学校の学校給食費支援


